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終活情報登録事業について（案） 

１ 変更点について 

・ 親族は登録申請不可、後見人のみ登録申請可能 

 ・ 登録情報から「お墓の所在地」「他の自由登録」を除外 

 ・ 関係機関別に開示可能情報を見直し 

登録情報

登録申請者が

登録できる情報

区が照会に対し

開示できる情報

本人 後見人
警察・消防

医療機関

福祉

事務所

照会可能

な登録者

1 緊急連絡先 ○ ○ ○ ○ ○ 

2 本籍 ○ ○ ○  ○ 

3 通院先・アレルギー等 ○ ○ ○ ○ ○ 

4 リビングウィルの保管場所 ○ ○ ○ ○ ○

5 エンディングノートの保管場所 ○ ○  ○

6 臓器提供の意思 ○   ○ ○

7 献体登録先 ○ ○ ○ ○ ○ 

8 死後事務委任契約や終活に係る

生前契約等
○ ○ ○ ○ ○ 

9 遺言書の保管場所 ○   ○※ 

10 お墓の所在地
登録情報から除外

11 その他の本人が希望する内容

※ 「９ 遺言書の保管場所」の項目のみ、「照会可能な登録者」とは別に指定された者 

   （指定回答対象者）も開示可能とする。 

２ 事業概要 

（１）対象者

区内在住の概ね 65 歳以上の高齢者で事業登録を希望する方

（２）事業内容 

  ○ 本人申請に基づき終活関連情報を区に登録 

○ 本人が病気・事故等で意思表示できなくなった時または死亡した時に、警察・ 

  消防・医療機関・福祉事務所及びあらかじめ照会可能な者として登録された方（以

下、「照会可能な登録者」という。）からの照会に基づき、区が登録情報を開示する。 
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（３）事業の流れ 

登

録

① 本人は、区に終活関連情報を登録申請

※ 本人が認知症等の疾病により意思能力を有しない場合、後見人も申請

可能

② 区は①の承認時、本人に対して登録証を交付（本人は登録証を保管・携帯）

※ 登録者自身からの登録内容確認・変更・廃止は随時受付

※ 登録後に選任された成年後見人は、登録内容の確認可能

※ 登録廃止の届出があった時は、その時点で登録取消

 （「終活登録廃止決定通知」を送付）

開

示

【開示条件】本人が意思表示できなくなった時または死亡した時

③ 警察・消防・医療機関・福祉事務所・照会可能な登録者 から区へ照会

④ 区は照会に対し情報を開示

※ 本人の死後 1 か月を経過後、照会可能な登録者からの照会が無い場合、

区から対象者に連絡し、照会希望があれば情報を開示する。

（４）登録情報の開示方法 

  ① 警察・消防・医療機関・福祉事務所 … 口頭又は書面

② 照会可能な登録者 … 書面

（５）情報取り扱い期間 

   登録手続きが完了した日から、本人の死亡日・転出日より 5 年が経過する日まで

   ※ 情報の保存期間は 5 年間とする。

（６）事業実施方法 

   委託により実施（委託先：豊島区民社会福祉協議会）

（７）情報保管方法 

① 紙（社協が保管）

・終活情報登録票         ・その他申請に係る書類一式

② データ（社協・区が保管）

・申請日             ・申請者（本人または後見人）の情報

・登録された全ての終活情報    ・変更・廃止記録（本人の死亡年月日等）

・本人の高齢障害システム（MCWELL）上の宛名番号  ・転出先住所

３ 事業開始予定日 

令和 4 年 4 月 1 日

登録情報ごとに

開示先を選択



類型なし 該当なし

一括承認基準の類型に該当しないため

7 収集する時期及び
　期間

5 諮問理由

本籍に関すること

令和4年4月1日～

臓器提供の意思

献体登録先

生前契約等に関すること

　本人が意思表示できなくなった時
や死亡時に、本情報を開示のために
使用することで、本人の希望実現に
寄与する。

諮問資料（収集禁止事項）

令和4年2月3日

高齢者福祉課

1 件　　名 終活情報登録事業における終活関連情報の収集

1 内　容

令和4年4月1日から、「終活サポート事業運営委託」で終活情報登録事業を
実施する。本人からの申請に基づき、終活関連情報を区に登録し、本人が病
気・事故等で意思表示できなくなった時または死亡した時に、特定の者から
の照会に基づき、区が登録情報を開示する。

2 対象者等 区内在住のおおむね65歳以上の高齢者で、事業登録を希望する方

3 収集方法
本人又は後見人から申請を受ける。
※本人が認知症等の疾病により意思能力を有しない場合、後見人も申請可能

4 収集理由

終活関連情報を、本人が意思表示できなくなった時や死亡した時に、特定の
者からの問い合わせに限定開示することで、本人の意思を的確に伝達し、本
人の希望に沿った終末期の医療・円滑な死後事務等の実現につなげる。これ
により、本人の尊厳を守るとともに、今後の人生をより豊かで安心できるも
のとするため。

医療に関すること

2 業務の概要

3 一括承認基準の該当
　の有無

4 過去の類似案件

6 取り扱う個人情報

5 法令等 なし

該当なし

類　　　型
事　　　例   

業　　務 個人情報の項目

本人収集するもの 理　　　由

資料１



　登録した情報について、関係機
関等からの照会に応じて適宜開示
し、本人の意思を的確に伝達し、
本人の希望実現につなげるととも
に、登録された情報を本人の死後
一定期間的確に保存するため。

7 電算処理する時期
　及び期間

　令和4年4月1日～

4 過去の類似案件 　該当なし

5 諮問理由 　審議会事前一括承認基準の類型に該当しないため

6 取り扱う個人情報

電算処理するもの 理　　　由

・本人情報（氏名、生年月日、住所、電話番号）
・登録申請者情報（本人との関係、氏名、生年月日、住所、電話
番号）
・緊急連絡先（氏名、生年月日、住所、電話番号）
・本籍、筆頭者
・医療機関名・電話番号・科名、病名・症状、処方薬、アレル
ギー
・リビングウィルの保管場所
・エンディングノートの保管場所
・臓器提供の意思及び記載場所
・献体登録先及び電話番号
・生前契約等の契約事項等、名称、住所、電話番号
・遺言書の指定回答対象者情報（氏名・生年月日・本人との関
係、住所、電話番号）保管場所、作成年月日
・本人の高齢障害システム（MCWELL）上の個人番号
・転出先住所

3 一括承認基準の該当
　の有無

類　　　型
事　　　例   

業　　務 個人情報の項目

　該当なし 　該当なし

2 業務の概要

1 内　容
　終活情報登録事業において、本人同意のもと個人情報等を収集し、電子データでの
保存等、電算処理を行う。

2 対象者等 　区内在住のおおむね65歳以上の高齢者で、事業登録を希望する方

3 理　由

　本人が病気・事故等で意思表示できなくなった時または死亡した時に、あらかじめ
電算処理により登録・保管している終活関連情報を関係機関等からの照会に基づき開
示することで、本人の意思を的確に伝達し、本人の希望に沿った終末期の医療・円滑
な死後事務等の実現につなげる。これにより、本人の尊厳を守るとともに、今後の人
生をより豊かで安心できるものとする。

諮問資料（電算処理）

令和4年2月3日

高齢者福祉課

1 件　　名 　終活情報登録事業における終活関連情報の電算処理

資料２



諮問資料（業務委託）
令和4年2月3日

高齢者福祉課

1 件　　名 終活情報登録事業の業務委託

類型なし

2 業務の内容

本事業は、終活情報登録事業を「豊島区終活サポート事業運営委託」の実施内容に追加して行
うものである。

1 内  容

　本人又は後見人の申請に基づき、区に終活関連情報を登録する。区は本人に登
録証を交付し、本人はそれを保管及び携帯する。区は、警察・消防・医療機関・
福祉事務所及びあらかじめ照会可能な者として登録された方からの照会に基づ
き、登録情報を開示する。

2 該当者等 　区内在住のおおむね65歳以上の高齢者で、事業登録を希望する方

3 委託理由

令和2年度から豊島区終活あんしんセンターを開設し、高齢者の終活に関する相談
窓口を設置している。既に終活に関するノウハウを持つ事業者を活用し、既存の
終活相談窓口等の運営、相談支援業務と一体的に実施する方がよりスムーズな案
内や登録が期待できる上、コスト面でも効率的である。

4 効  果

該当なし

3 一括承認基準の
　該当の有無

類　　　型 個人情報の項目

　本人が病気・事故等で意思表示できなくなった時または死亡した時に、あらか
じめ登録された終活関連情報を開示することで、本人の意思を的確に伝達し、本
人の希望に沿った終末期の医療・円滑な死後事務等の実現につなげる。これによ
り、本人の尊厳を守るとともに、今後の人生をより豊かで安心できるものにす
る。

5 諮問理由 終活情報登録業務の実施委託は、一括承認基準に該当がなく、法令等にも定めがないため。

6 取り扱う個人情報 別表『6「取り扱う個人情報」の項目』のとおり

4 過去の類似案件 該当なし

10 契約締結予定日 令和4年4月1日

7 情報の保護 別紙1「特記事項」のとおり

8 審議する対象範囲

別紙２「流れ図」のうち、次の範囲である。

1  委託事業者と申請者との関係
   (1)本人又は後見人から委託事業者へ（終活関連情報等の収集・保管）

2　区と委託事業者との連絡調整
   (2)(4） 委託事業者から区へ
　 (3)　   区から委託事業者へ

9 委託先 社会福祉法人豊島区民社会福祉協議会（プロポーザル方式にて事業者を選定）

1

資料３
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変更した条項 変更した理由

第2条　取り扱う個人情報の範囲等
 （1）受託業務の処理のために収集する次の個人
　　 情報
 （2）受託業務の処理のために甲から提供される
     次の個人情報

　特定される範囲の内容を明らかにした。

  6「取り扱う個人情報」のとおり

理　　　由

終活関連情報の登録可能事項であるため
※本人又は後見人の申請により登録

7 「情報の保護」の項目

別紙１「特記事項」のうち修正した条項

本人の異動情報を把握するため

上記1①～⑬
　プロポーザルにより委託事業者が変更になった場合、
次の事業者へ引き継ぐため

本人の高齢障害システム（MCWELL）上の宛名番
号

③ 緊急連絡先

④ 本籍等

⑤ 通院先・アレルギー等

転出先住所

⑥ リビングウィルの保管場所

⑦ エンディングノートの保管場所

⑪ 遺言書の指定回答対象者情報及び保管場所
等

⑧ 臓器提供の意思等

⑨ 献体登録先等

⑩ 死後事務委任契約や終活に係る生前契約等

2 区が収集して事業者に提供する情報

別表
6 「取り扱う個人情報」の項目

1 事業者が必要に応じて収集する情報 理　　　由

① 本人情報（氏名・生年月日・住所・電話番
号）

本人又は後見人への連絡に必要となるため
② 後見人情報（氏名・生年月日・住所・電話
番号）

3

資料３（別表）
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別紙１ 

個人情報 特記事項 

（基本的責務） 

第１条 終活サポート事業運営委託業務の受託事業者（以下「乙」という。）は、個人情報の保護

に関する豊島区（以下「甲」という。）の施策に協力するとともに、個人情報の保護の重要性を

認識し、受託業務の処理に当たって個人情報を取り扱うときは、個人の権利利益を害すること

のないよう最大限配慮し、本個人情報特記事項を遵守しなければならない。 

（取り扱う個人情報の範囲等） 

第２条 乙は、受託業務の処理に当たっては、受託業務の処理のために収集する次の個人情報に 

限り取り扱うことができるものとし、当該個人情報以外の個人情報の収集、保有、使用その他 

の取扱いをしてはならない。 

(1) 受託業務の処理のために収集する次の個人情報 

ア 氏名 

イ 住所 

  ウ 性別 

エ 年齢 

  オ 生年月日 

カ 電話番号 

キ 本籍・筆頭者 

  ク 通院先、アレルギー情報等 

  ケ リビングウィルの保管場所 

  コ エンディングノートの保管場所 

  サ 臓器提供の意思等 

  シ 献体登録先 

  ス 死後事務委託契約、終活に係る生前契約情報等 

  セ 遺言書の保管場所及び指定回答対象者 

  ソ 健康状態 

  タ 障害の程度 

  チ 相談内容 

  ツ 電子メールアドレス 

テ その他受託業務の処理のために必要となる個人情報で、収集に当たって事前に甲と協議し、

甲の承認を得たもの 

(2)  受託業務の処理のために甲から提供される次の個人情報 

  ア 本人の MCWELL（高齢障害システム）上の宛名番号 

イ 転出先住所 

２ 乙は、受託業務に係る個人情報を取り扱う作業責任者及び作業従事者の氏名を、あらかじめ甲 

に報告しなくてはならない。変更するときも同様とする。 

5

資料３（別紙１）



（受託業務に従事する者の義務） 

第３条 受託業務に従事している者又は従事していた者は、受託業務に関して知り得た個人情報を

漏らし、又は不当な目的のために使用してはならない。受託業務終了後も同様とする。 

（セキュリティ対策の整備義務） 

第４条 乙は、取り扱う個人情報の安全確保を図るための管理体制を整備しなければならない。

特に、受託業務を電子計算機により処理する場合は、不正アクセスやコンピュータウイルス等

による個人情報の盗用、破壊、漏えい、改ざん等に対する防御対策を講じなければならない。 

２ 乙は、受託業務に従事している者に対して、個人情報保護及び情報セキュリティに関する研修

又は教育を実施しなければならない。 

（目的外利用の禁止） 

第５条 乙は、第２条第１項各号に掲げる個人情報（以下「取り扱う個人情報」という。）を受託業

務の目的以外の目的で利用してはならない。 

（外部提供の制限） 

第６条 乙は、取り扱う個人情報を第三者に提供してはならない。ただし、区民等の福祉の向上 

のために特に必要であると認められる場合において、甲の承認を受けたときは、この限りでな 

い。 

２ 乙は、前項ただし書の承認を受けようとするときは、あらかじめ、提供先の名称、提供先の 

利用目的、利用方法、利用期間等を甲に通知しなければならない。 

（再委託の禁止） 

第７条 乙は、受託業務の処理を第三者に再委託してはならない。 

（複写又は複製の制限） 

第８条 乙は、取り扱う個人情報を複写又は複製してはならない。ただし、受託業務の処理上必

要であると認められる場合において、甲の承認を受けたときは、この限りでない。 

（持ち出しの禁止） 

第９条 乙は、取り扱う個人情報を事業所内から持ち出しをしてはならない。 

（資料等の返還義務） 

第１０条 乙は、受託業務が終了したときは、取り扱う個人情報が記録された資料等を、速やか

に、甲に返還しなければならない。 

（個人情報の取扱状況の報告） 

第１１条 乙は、契約履行中において、個人情報の取扱いの遵守状況について「個人情報特記事項

の遵守に関する報告書」により甲に報告しなければならない。 
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（監督に応じる義務） 

第１２条 甲は、委託業務の処理において、取り扱う個人情報の安全管理が図られるよう、乙に

対する必要かつ適切な監督を行うものとし、乙はこれに応じなければならない。 

（施設等の立入検査又は調査に応じる義務） 

第１３条 甲は、個人情報の保護のため必要があるときは、委託業務を処理する施設等の立入検

査及び調査を行うことができるものとし、乙はこれに応じなければならない。 

（監査に応じる義務） 

第１４条 甲は、委託業務の処理に関し、必要に応じて監査を行うことができるものとし、乙は

これに応じなければならない。 

（事故発生時の対応） 

第１５条 乙は、本委託業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、その事故の発

生に係る帰責の有無に関わらず、直ちに甲に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件

数、事故の発生場所、発生状況等を報告し、甲の指示に従わなければならない。 

２ 乙は、個人情報の漏えい等の事故が発生した場合に備え、甲その他の関係者との連絡、証拠保

全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画

を定めなければならない。 

３ 甲は、本委託業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故

に関する情報を公表することができる。 

（契約解除） 

第１６条 第２条から前条までの規定に違反する行為があったときは、甲は契約を解除すること

ができる。 

２ 乙は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、甲に対して、その

損害の賠償を請求することはできない。 

（損害賠償） 

第１７条 第２条から第１５条までの規定に違反する行為によって、甲が損害を受けたときは、

乙はその損害を賠償しなければならない。受託業務が終了した後も同様とする。 

（罰則） 

第１８条 正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された豊島区個人情報等の保護

に関する条例（平成１２年豊島区条例第３号。以下｢条例｣という。）第２条第１項第４号アに係る

個人情報ファイルを提供したときは、条例第４６条又は第４８条の規定に基づき、次の各号に掲

げるものは、それぞれ当該各号の刑に処せられる。 

(1) 受託業務に従事している者又は従事していた者  

２年以下の懲役又は１００万円以下の罰金 

(2) 業務を受託した法人（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下

7



同じ。）又は人  

１００万円以下の罰金 

第１９条 受託業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目

的で提供し、又は盗用したときは、条例第４７条又は第４８条の規定に基づき、次の各号に掲

げるものは、それぞれ当該各号の刑に処せられる。 

(1) 受託業務に従事している者又は従事していた者 

 １年以下の懲役又は５０万円以下の罰金  

(2) 業務を受託した法人又は人 

 ５０万円以下の罰金 
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今回諮問事項

(1)委託事業者が終活関連情報を収集・保管する際の取扱い
(2)委託事業者から区へ終活関連情報を提供する際の取扱い【随時】
(3)区から委託事業者へ異動情報等を提供する際の取扱い【随時】
(4)委託事業者から区へ終活関連情報を提供する際の取扱い【委託終了時】

豊島区終活サポート事業運営委託の流れ

申請者
本人又は後見人

警察・消防・医療機関

福祉事務所

照会可能な登録者

区

別紙２

登録証の交付

終活関連情報の登録申請

(4) 全情報の返還
【委託終了時】

終
活
関
連
情
報
の
照
会

終
活
関
連
情
報
の
開
示

(2) 収集した情報の
提供【随時】

(3) 異動情報等の
提供【随時】

終活関連情報の確認・変更・廃止

一
定
の
要
件
該
当
の
場
合
、

開
示
確
認
連
絡

各種通知

9
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健康推進課

1 件　　名 法務省保護観察所への個人情報の外部提供

保護観察所

文書郵送

5 提供理由

諮問資料（外部提供）

令和4年2月3日

裁判所の求めにより、保護観察所の社会復帰調整官が生活環境の調査を行
う。調整官が対象者の地域での支援体制を構築し、社会復帰を促すために
必要な情報であるため。

6 法令等
別紙「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に
関する法律」第19条、第22条

3 一括承認基準の該当
　の有無

類　　　型
事　　　例   

業　　務 個人情報の項目

類型なし 該当なし

2 業務の概要

1 内　容
心身喪失者等医療観察法に係る事案について、保護観察所に個人情報を外
部提供する。

2 対象者等 医療観察制度の対象となった区民

3 提供先

4 提供方法

7 外部提供する時期
　及び期間

本審議会の承認後、保護観察所から照会があった際に随時提供する

4 過去の類似案件 該当なし

5 諮問理由 新規事業であり、一括承認基準に該当がないため

6 取り扱う個人情報

提供するもの 理　　　由

精神保健福祉サービス利用状況（精神障害者保健福
祉手帳の有無、自立支援医療の利用状況、対象者及
び家族に対する相談状況、関係機関の支援状況等）

対象者の生活状況を把握するため

1
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個人情報保護審議会 諮問資料（別紙）

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律

（平成十五年法律第百十号）

施行日： 令和元年十二月十四日 （令和元年法律第三十七号による改正）

第二十二条 

保護観察所の長は、第十九条各号に掲げる事務を行うため必要があると認めるときは、官公

署、医療施設その他の公私の団体に照会して、必要な事項の報告を求めることができる。

※第十九条 保護観察所は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 第三十八条（第五十三条、第五十八条及び第六十三条において準用する場合を含む。）

に規定する生活環境の調査に関すること。

二 第百一条に規定する生活環境の調整に関すること。

三 第百六条に規定する精神保健観察の実施に関すること。

四 第百八条に規定する関係機関相互間の連携の確保に関すること。

五 その他この法律により保護観察所の所掌に属せしめられた事務

3
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申請情報の管理や判定に必要な情報
であるため

7 電算処理する時期
　及び期間

本審議会承認後とする。
令和4年4月　構築開始、令和5年1月　受給者証発行、令和5年2月　本格稼働　予定

4 過去の類似案件 該当なし

5 諮問理由 　本業務は新たな個人情報の電算処理であるため

6 取り扱う個人情報

電算処理するもの 理　　　由

別表の通り

3 一括承認基準の該当
　の有無

類　　　型
事　　　例   

業　　務 個人情報の項目

類型なし 該当なし

2 業務の概要

1 内　容

児童福祉法に基づき、令和5年2月の児童相談所設置に伴い、小児の慢性疾
病（対象:16疾患群788疾病）に対する医療費助成事業が、東京都から豊島
区に事務移管される（根拠法:児童福祉法19条の2、規則7条）。この移管に
伴い、小児慢性特定疾病医療費助成の申請、審査、医療費支給、指定医管
理等に関する事務遂行のため、新たに小児慢性特定疾病医療費助成システ
ムを構築し、個人情報の電算処理を行う。
　また、当該業務は住民記録や区民税額の確認が必須であるため、住記及
び税システムと連携を行い、マイナンバー法に基づき受給者情報の副本登
録を行う。

2 対象者等 　患者数　1２０人前後　及び　当該患者の世帯員等

3 理　由

小児慢性医療費助成事業をシステムにて電算処理することで、都からの円
滑な移管を可能とし、また、本業務にて取り扱う個人情報を正確に管理
し、適正かつ遅滞なく事務を遂行できる環境を整えることで、区民サービ
スの向上を図るため。

諮問資料（電算処理）

令和4年2月3日

健康推進課

1 件　　名 小児慢性特定疾病医療費助成システムの新規構築

1
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別表

小児慢性特定疾病医療費助成事業システム
処理業務：医療受給申請 処理業務：医療費支給・実績

項目名 項目名

1 宛名番号 1 受給者番号（豊島区採番）

2 申請区分・申請変更理由 2 実施医療機関

3 受給者氏名 3 申請年月日

4 性別 4 診療内容

5 受給者生年月日 5 費用区分

6 受給者住所・方書 6 費用内訳

7 保険種別 7 申請階層区分

8 保険者番号 8 申請自己負担上限額

9 被保険者氏名 9 申請疾患群

10 被保険者続柄 10 申請高額かつ長期

11 被保険者証記号 11 保険者番号

12 被保険者番号 12 申請者氏名（還付払い）

13 疾病名 13 診療費（還付払い）

14 重症区分 14 自己負担限度額（還付払い）

15 人工呼吸器装着有無 15 助成額（還付払い）

16 有効期間（自）（至）

17 認定回数 処理業務：指定医療機関管理

18 負担上限額 1 項目名

19 申請者氏名 2 医療機関番号

20 申請者住所 3 医療機関名

21 申請者続柄 4 指定医番号

22 申請者電話番号 5 指定医名

23 世帯員情報 6 所在地

24 所得情報 7 電話番号

25 世帯内医療費助成受給者情報 8 指定年月日（自）（至）

26 指定医療機関・薬局・訪問看護 9 診療科目

27 申請日 10 有効な資格

28 交付日 11 経営主体情報

29 給付実績 12 認定区分

30 非認定理由 13 専門医名称

14 廃止情報

処理業務：他システムデータ連携（住記・税） 15 申請備考

項目名 16 送付先情報

1 宛名番号

2 課税年度

3 氏名

4 生年月日

5 住所・方書

6 続柄

7 所得内訳

8 所得合計

9 控除額内訳

10 控除額合計

11 扶養親族数内訳

12 控除後所得額

13 課税・非課税区分

                                       　　    取り扱う個人情報　

3
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諮問資料（業務委託）
令和4年2月3日

健康推進課

1 件　　名 小児慢性特定疾病医療費助成システムの構築及び保守業務の委託

類型なし

2 業務の内容

本事業は、小児慢性特定疾病医療費助成業務に関わる情報を管理及び電算処理するためのシス
テムの構築及び保守業務委託である。

1 内  容

令和5年2月の児童相談所設置に伴い事務移管される小児慢性医療費助成事業につ
いて、取り扱う個人情報を正確に管理し、適正かつ遅滞なく事務を遂行できる環
境を整えることで、区民サービスの向上を図るため、小児慢性特定疾病医療費助
成システムの構築及び東京都の受給者関連データの移行業務を委託する。
また、稼働後の法改正等による軽微な改修、使用方法等に関するヘルプ、システ
ム障害対応、不具合修正等に対応するための運用保守を併せて委託する。

2 該当者等 　患者数　120人前後　及び　当該患者の世帯員等

3 委託理由
システム構築及び保守は専門的な知識及び技術が求められ、システムに精通した
事業者でなければ対応ができないため。

4 効  果

該当なし

3 一括承認基準の
　該当の有無

類　　　型 個人情報の項目

専門業者へ委託しシステムを構築することで、効率的かつ確実な処理事務処理が
可能になる。また、稼働後には使用方法の適切な助言、法改正への対応、システ
ム障害等の迅速な原因究明と復旧作業、修正が可能である。

5 諮問理由 新たな個人情報の業務委託のため

6 取り扱う個人情報 別表「6　取り扱う個人情報の項目（構築及び保守委託）」の通り

4 過去の類似案件 なし

10 契約締結予定日 本審議会承認後とする。

7 情報の保護
　別紙1「特記事項」のとおり
（変更した条項　別表『7「情報の保護」の項目』のとおり）

8 審議する対象範囲

別紙2「小児慢性特定疾病医療費助成システムの構築・保守委託の流れ」のうち、次の範囲で
ある。
（１）東京都からのデータの移行業務
（２）区から委託事業者へのシステム障害・不具合の復旧依頼、問合せによる個人情報の提供
（３）委託業者から区への復旧・回復確認作業、問合せ対応による個人情報の参照

9 委託先 株式会社両備システムズ

1
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別表

6.取り扱う個人情報の項目（構築及び保守委託）

処理業務：医療受給申請 処理業務：医療費支給・実績

項目名 項目名

1 宛名番号 1 受給者番号（豊島区採番）

2 申請区分・申請変更理由 2 実施医療機関

3 受給者氏名 3 申請年月日

4 性別 4 診療内容

5 受給者生年月日 5 費用区分

6 受給者住所・方書 6 費用内訳

7 保険種別 7 申請階層区分

8 保険者番号 8 申請自己負担上限額

9 被保険者氏名 9 申請疾患群

10 被保険者続柄 10 申請高額かつ長期

11 被保険者証記号 11 保険者番号

12 被保険者番号 12 申請者氏名（還付払い）

13 疾病名 13 診療費（還付払い）

14 重症区分 14 自己負担限度額（還付払い）

15 人工呼吸器装着有無 15 助成額（還付払い）

16 有効期間（自）（至）

17 認定回数 処理業務：指定医療機関管理

18 負担上限額 1 項目名

19 申請者氏名 2 医療機関番号

20 申請者住所 3 医療機関名

21 申請者続柄 4 指定医番号

22 申請者電話番号 5 指定医名

23 世帯員情報 6 所在地

24 所得情報 7 電話番号

25 世帯内医療費助成受給者情報 8 指定年月日（自）（至）

26 指定医療機関・薬局・訪問看護 9 診療科目

27 申請日 10 有効な資格

28 交付日 11 経営主体情報

29 給付実績 12 認定区分

30 非認定理由 13 専門医名称

14 廃止情報

処理業務：他システムデータ連携（住記・税） 15 申請備考

項目名 16 送付先情報

1 宛名番号

2 課税年度

3 氏名

4 生年月日

5 住所・方書

6 続柄

7 所得内訳

8 所得合計

9 控除額内訳

10 控除額合計

11 扶養親族数内訳

12 控除後所得額

13 課税・非課税区分

7「情報の保護」の項目

変更した項目

第2条　取り扱う個人情報の範囲等

第4条　セキュリティ対策の整備事務

第7条　再委託の制限

第10条　返還義務
業務処理上、返還が困難である場合が認められるため、、ただし書き
の規定を設けた。

取り扱う個人情報を前記6のとおり限定。

受託業務の電算処理のため、条項を追加し、セキュリティの管理事務
を強化するとともに研修や教育の実施を義務付けた。

業務処理上、再委託することが考えられるため、ただし書の規定を設
けて、再委託を「禁止」から「制限」とした。

3
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1 

別紙１ 

個人情報 特記事項 

（基本的責務） 

第１条 「小児慢性特定疾病医療費助成システム構築及び保守業務」の受託事業者（以下

「乙」という。）は、個人情報の保護に関する豊島区（以下「甲」という。）の施策に協

力するとともに、個人情報の保護の重要性を認識し、受託業務の処理に当たって個人情

報を取り扱うときは、個人の権利利益を害することのないよう最大限配慮し、本個人情

報特記事項を遵守しなければならない。 

（取り扱う個人情報の範囲等） 

第２条 乙は、受託業務の処理に当たっては、受託業務の処理のために甲から提供される

別表の個人情報に限り取り扱うことができるものとし、当該個人情報以外の個人情報の

収集、保有、使用その他の取扱いをしてはならない。 

２ 乙は、受託業務に係る個人情報を取り扱う作業責任者及び作業従事者の氏名を、あら

かじめ甲に報告しなくてはならない。変更するときも、同様とする。 

（受託業務に従事する者の義務） 

第３条 受託業務に従事している者又は従事していた者は、受託業務に関して知り得た個

人情報を漏らし、又は不当な目的のために使用してはならない。受託業務終了後も同様

とする。 

（セキュリティ対策の整備義務） 

第４条 乙は、取り扱う個人情報の安全確保を図るための管理体制を整備しなければなら

ない。 

 特に、受託業務を電子計算機により処理する場合は、不正アクセスやコンピュータウイ

ルス等による個人情報の盗用、破壊、漏えい、改ざん等に対する防御対策を講じなければ

ならない。 

２ 乙は、受託業務に従事している者に対して、個人情報保護及び情報セキュリティに関

する研修又は教育を実施しなければならない。 

（目的外利用の禁止） 

第５条 乙は、第２条第１項各号に掲げる個人情報（以下「取り扱う個人情報」という。）

を受託業務の目的以外の目的で利用してはならない。 

（外部提供の禁止） 

第６条 乙は、取り扱う個人情報を第三者に提供してはならない。 
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（再委託の制限） 

第７条 乙は、受託業務の処理を第三者に再委託してはならない。ただし、受託業務の 

処理上必要であると認められる場合において、甲の承認を受けたときは、受託業務の一

部を再委託できるものとする。 

２ 乙は、前項ただし書の承認を受けようとするときは、再委託先の名称、再委託する理

由、再委託して処理する内容、再委託において取り扱う情報、再委託先における安全性

及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にした上

で、業務の着手前に、書面により再委託する旨を甲に申請し、その承認を得なければな

らない。 

３ 前項の場合、乙は、再委託先に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲

に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 

４ 乙は、再委託先との契約において、再委託先に対する管理及び監督の手続き方法につ

いて具体的に規定しなければならない。 

５ 乙は、再委託先に対して本委託業務を委託した場合は、その履行状況を監督するとと

もに、甲の求めに応じて、監督の状況を甲に対して適宜報告しなければならない。 

（複写又は複製の禁止） 

第８条 乙は、取り扱う個人情報を複写又は複製してはならない。 

（持ち出しの禁止） 

第９条 乙は、取り扱う個人情報を事業所内から持ち出しをしてはならない。 

（資料等の返還義務） 

第１０条 乙は、受託業務が終了したときは、取り扱う個人情報が記録された資料（第８

条で規定する「複写又は複製したもの」を含む。）等を速やかに、甲に返還しなければな

らない。ただし、資料等の返還が困難であると認められる場合において、甲の承認を受

けたときは、当該資料等を廃棄できるものとする。 

２ 乙は、前項ただし書の規定により廃棄するときは、当該資料等が第三者の利用に供 

されることがないよう、物理的な破壊その他当該個人情報を判読不可能とするのに必

要な措置を講じなければならない。 

３ 乙は、個人情報の消去又は廃棄に際し甲から立会いを求められた場合は、これに応じ

なければならない。 

４ 乙は、個人情報の消去又は廃棄を行った後、消去又は廃棄を行った日時、担当者名及

びその内容を記録し、書面により甲に報告しなければならない。 

（個人情報の取扱状況の報告） 

第１１条 乙は、契約履行中において、個人情報の取扱いの遵守状況について「個人情報

特記事項の遵守に関する報告書」により甲に報告しなければならない。 
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（監督に応じる義務） 

第１２条 甲は、委託業務の処理において、取り扱う個人情報の安全管理が図られるよう、

乙に対する必要かつ適切な監督を行うものとし、乙はこれに応じなければならない。 

（施設等の立入検査又は調査に応じる義務） 

第１３条 甲は、個人情報の保護のため必要があるときは、委託業務を処理する施設等の

立入検査及び調査を行うことができるものとし、乙はこれに応じなければならない。 

（監査に応じる義務） 

第１４条 甲は、委託業務の処理に関し、必要に応じて監査を行うことができるものとし、

乙はこれに応じなければならない。 

（事故発生時の対応） 

第１５条 乙は、本委託業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、その事

故の発生に係る帰責の有無に関わらず、直ちに甲に対して、当該事故に関わる個人情報

の内容、件数、事故の発生場所、発生状況等を報告し、甲の指示に従わなければならな

い。 

２ 乙は、個人情報の漏えい等の事故が発生した場合に備え、甲その他の関係者との連絡、

証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するために、

緊急時対応計画を定めなければならない。 

３ 甲は、本委託業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて

当該事故に関する情報を公表することができる。 

（契約解除） 

第１６条 第２条から前条までの規定に違反する行為があったときは、甲は契約を解除す

ることができる。 

２ 乙は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、甲に対して、

その損害の賠償を請求することはできない。 

（損害賠償） 

第１７条 第２条から第１５条までの規定に違反する行為によって、甲が損害を受けたと

きは、乙はその損害を賠償しなければならない。受託業務が終了した後も同様とする。 

（罰則） 

第１８条 正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された豊島区個人情報

等の保護に関する条例（平成１２年豊島区条例第３号。以下｢条例｣という。）第２条第１

項第４号アに係る個人情報ファイルを提供したときは、条例第４６条又は第４８条の規
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定に基づき、次の各号に掲げるものは、それぞれ当該各号の刑に処せられる。 

(1) 受託業務に従事している者又は従事していた者  

２年以下の懲役又は１００万円以下の罰金 

(2) 業務を受託した法人（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含

む。以下同じ。）又は人  

１００万円以下の罰金 

第１９条 受託業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を

図る目的で提供し、又は盗用したときは、条例第４７条又は第４８条の規定に基づき、

次の各号に掲げるものは、それぞれ当該各号の刑に処せられる。 

(1) 受託業務に従事している者又は従事していた者 

 １年以下の懲役又は５０万円以下の罰金  

(2) 業務を受託した法人又は人 

 ５０万円以下の罰金 
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別紙２

小児慢性特定疾病医療費助成システムの構築・保守委託の流れ

【区】

申請者・受給者等の個人情報
【受託事業者】

・システム構築

・データ移行

・システム保守

個人情報を取り扱う作業は

区のサーバセンターもしくは区

施設で作業を行う
基幹系仮想環境

（区サーバ）

データ

小児慢性医療費助成システム

税 住民基本台帳

副本登録

【構築時】

データ提供：区サーバ上にデー

タを取り込む

【運用開始後】

データをシステムに直接入力

システム保守

共通基盤

9
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別紙３ 

小児慢性特定疾病医療費助成事業 

１．概要 

小児の慢性疾病（対象：16疾患群 7８８疾病）に対する医療費助成事業。 

現在、区では申請受付と都への進達を行っているが、令和 5 年 2 月より児童相談所設置市区町村に事務移管

される（根拠条例 児童福祉法 19 条の 2、規則 7 条）。新規・更新・変更等の申請実績は年間約 150 件。移管

に伴い、新システムを導入。認定審査会を開催。 

２．主な業務 

・医療費の助成 

・支給認定（新規、更新、変更） 

・医療受給者証発行・手帳の交付 

・認定審査会の実施 

・指定医の認定、登録 

・自立支援事業の実施 

・療育の給付（結核り患児童への給付）…都でも数年実績なし。 

３．対象者 

 患者数 1２０人前後 世帯員情報の収集あり 

４．認定審査会概要 

新規・更新申請に関し、区長が委嘱する委員で構成する審査会にて審査を実施（月 1回程度） 

・名前、指定医名などの個人情報は伏せて、年齢と症状のみを審査 

・都や先行区での実施実績を参考に、オンラインでの開催も検討中（コロナ感染予防対策のため）。 

５．小児慢性特定疾病医療費助成システム 

小児慢性事業の申請・認定情報、給付実績情報及び指定医・指定医療機関等の管理を実施。また、受給者証や

通知等の帳票出力や国への統計資料の集計を実施。都から患者情報データを受領し、職員にて基幹システム

へ移管。事業者は、保健所に来所の上導入作業実施。 

  ・区のデータセンターにサーバーを設置 

・連携：住民記録・税システム、中間サーバーへ副本登録 

６．令和４年度システム導入スケジュール 

令和 4年 4月_システム構築開始 

令和 4年 10月_東京都からデータ受領（1 回目） 

令和 4年 12月_東京都からデータ受領（2 回目） 

令和 5年 1 月_受給者証発券・郵送 

令和 5年 2月 1日_都より事務移管。本格稼働 
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小児慢性特定疾病医療費助成の流れ

申請者（保護者） 

豊 島 区 
指定医 

指定医療機関 

社会保険支払基金 

国民健康保険連合会 

国 

保険者 

⑩公費負担1/2請求 

⑪支払 

【国庫負担金】 

公費負担の 1/2 

①
意
見
書
作
成
依
頼

⑥
受
診

③小児慢性特定疾病医療費 

 支給認定申請（新規・更新） 

⑤医療受給者証の交付 

⑧
公
費
負
担
分
請
求

⑨
支
払

⑨
支
払

⑧
保
険
者
負
担
分
請
求

⑦
医
療
費
請
求

⑨
支
払

②
意
見
書
お
渡
し

④認定審査会 

による審査・判定 

（
自
己
負
担
分
支
払
い
）

（
総
医
療
費-

自
己
負
担
額
）
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子ども若者課

1 件　　名 寄附金の収納事務に係る電子計算機の結合

4 結合方法 電子メールにて個人情報を受領する

寄附者（サイト利用者）

3 相手先 株式会社メルカリ及び株式会社メルペイ

5 理　由

諮問資料（電子計算機の結合）

令和4年2月3日

本業務において寄附金の収納業務は事業者が行うが、寄附者宛に寄附受領
証明書等の発送事務は区で実施する。情報を正確に受領し、事務を適切か
つ効率的に行うために電子計算機の結合を行う必要がある。
迅速かつ正確に寄附受領証明書の作成及び発送を行うことで、当該個人情
報の本人である寄附者の利益となり、福祉の向上に寄与することができ
る。

3 一括承認基準の該当
　の有無

類　　　型
事　　　例   

業　　務 個人情報の項目

4 電子メール等による個人情報の収
集

2 業務の概要

1 内　容
寄附金収納事業者が寄附者から同意のうえ個人情報を収集し、区に提供
し、区において寄附受領証明書の発行・発送の事務を行う。

2 対象者等

7 電子計算機の結合
　する時期及び期間

本審議会の承認後、終期は定めずに毎年度実施する。

4 過去の類似案件
（仮称）マンガの聖地としまミュージアム整備に係るインターネットサイトによる寄附金
の募集・受付・収納代行業務に係る電子計算機の結合（３０答申第５号）

5 諮問理由 事前一括承認基準に適合するかどうか明確に判断できないため

6 取り扱う個人情報

電子計算機と結合するもの 理　　　由

氏名、住所
寄附金額、寄附日
電話番号

寄附受領証明書の作成や発送に必要
なため。
寄附内容の確認に必要となる場合が
あるため。

1

資料７
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(1)

(2)
(3)

(4)

1.
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令和４年２月３日 

子 ど も 若 者 課 

メルカリを介した寄附金募集について

「としま子ども若者応援基金」への寄附金受入の窓口をさらに広げるため「メルカリ

（フリーマーケットアプリ）」を介した寄附金募集を実施する。 

１．メルカリを介した寄附金募集の概要

○【寄附イメージ】 

メルカリで商品を販売して得た売上金（メルペイ残高）を用いて、指定した寄附先に

寄附を行うもの。 

○【取り扱う個人情報および収集方法等について】 

第２回個人情報保護審議会の際に承認いただいた「インターネットサイトによる寄附金の募

集・受付・収納代行業務に係る電子計算機の結合（さとふる）」との比較 ※以下、さとふる 

媒体名／項目 取り扱う個人情報 寄附金の収納事務 
取り扱う個人情報の

照会・収集方法 

メルカリ 
氏名、住所、寄附日、 

寄附金額、電話番号 
事業者に委託 電子メールで収集 

さとふる 

氏名、住所、寄附日、 

寄附金額、電話番号 

※その他数項目 

事業者に委託 
管理者専用サイトに 

ログインして収集 

２．令和３年度第５回個人情報保護審議会にあたって  

「インターネットの利用に関する審議会事前一括承認基準」の中に、「４.電子メール

等による個人情報の収集」の規定はあるが、個人情報を含む寄附情報を電子メールで照

会・収集することが、一括承認基準に記載のある『電子メール等による照会、要望、相

談、苦情等』に該当するか明確に判断することができないため諮問する。

メルカリで商品を売る １ 寄附先を選び
メルペイ残高を寄附 ２ 寄附先に寄附金が届く ３

出品する ※メルペイ残高利用のためには、「アプリでかんたん本人確
認」または「お支払い用銀行口座の登録」をする必要が
あります。 

※取り扱う個人情報の照会・収集方法が異なる 
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人事課

1 件　　名 公立学校共済組合の外部ファイル授受システムとの電子計算機の結合

4 結合方法
公立学校共済組合より送信されるURLを通して、インターネット仮想環境に
て外部ファイル収受システムへログインし、組合員の給与情報等の報告
ファイルをアップロードする。

幼稚園教諭11名(令和3年12月末時点)

3 相手先 公立学校共済組合東京支部（幼稚園教諭向けの共済組合）

5 理　由

諮問資料（電子計算機の結合）

令和4年2月3日

①工程が減り、作業時間が減るのはもちろん、ミスが生じるポイントも減
らすことができる。また、組合より報告内容修正等の指示があった場合に
も早急な対応が可能となり、組合員への影響を抑えることができるため。
②現行方法では郵送業者を介することになり、その間の配送遅延・盗難・
紛失等、区では防ぎきれないリスクが懸念されるため。
③現在組合が負担しているCD-R・緩衝材・ゆうパック包装用品・通信費を
いずれは区で手配するよう指示を受けており、財政的に負担となるため。

3 一括承認基準の該当
　の有無

類　　　型
事　　　例   

業　　務 個人情報の項目

　類型なし 該当なし

2 業務の概要

1 内　容
現状はゆうパックによるCD-Rのやり取りだが、区の庁内LAN端末と公立学校
共済組合指定の外部ファイル収受システムを接続することで、迅速かつ安
全に組合員の給与情報等の例月報告を行う。

2 対象者等

7 電子計算機の結合
　する時期及び期間

令和4年3月

4 過去の類似案件 該当なし

5 諮問理由 一括承認基準に該当がないため

6 取り扱う個人情報

電子計算機と結合するもの 理　　　由

別表のとおり
区が納める保険料掛金の根拠を組合
が確認するため。

資料８
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正規の幼稚園教諭 無給休職者・育児休業者

1 組合員証番号（職員番号） 1 組合員証番号（職員番号）

2 適用年月日 2 適用年月日

3 カナ氏名 3 カナ氏名

4 性別 4 性別

5 生年月日 5 生年月日

6 【厚生年金保険料】標準報酬月額 6 休職期間

7 【厚生年金保険料】保険料 7 【厚生年金保険料】標準報酬月額

8 【退職等年金掛金】標準報酬月額 8 【厚生年金保険料】保険料

9 【退職等年金掛金】掛金 9 【退職等年金掛金】標準報酬月額

10 【短期掛金】標準報酬月額 10 【退職等年金掛金】掛金

11 【短期掛金】掛金 11 【短期掛金】標準報酬月額

12 【介護掛金】標準報酬月額 12 【短期掛金】掛金

13 【介護掛金】掛金 13 【介護掛金】標準報酬月額

14 【介護掛金】掛金

臨時的任用職員・
産前産後休業者 会計年度任用職員

1

2 組合員証番号（職員番号） 1 組合員証番号（職員番号）

3 適用年月日 2 適用年月日

4 カナ氏名 3 カナ氏名

5 性別 4 性別

6 生年月日 5 生年月日

7 無給休職期間 6 任用種別

8 【厚生年金保険料】標準報酬月額 7 任用期間

9 【厚生年金保険料】保険料 8 【厚生年金保険料】標準報酬月額

10 【退職等年金掛金】標準報酬月額 9 【厚生年金保険料】保険料

11 【退職等年金掛金】掛金 10 【退職等年金掛金】標準報酬月額

12 【短期掛金】標準報酬月額 11 【退職等年金掛金】掛金

13 【短期掛金】掛金 12 【短期掛金】標準報酬月額

14 【介護掛金】標準報酬月額 13 【短期掛金】掛金

15 【介護掛金】掛金 14 【介護掛金】標準報酬月額

15 【介護掛金】掛金

別表

項目名

取り扱う個人情報

項目名 項目名

項目名

資料８（別表）
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◆外部ファイル収受システムについて

 公立学校共済組合が総務省策定『地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関

するガイドライン』に基づき契約を行ったシステム。市役所や県の教育委員会など自治体等

でも多く導入されている実績がある。

セキュリティ対策

(1)ファイル暗号化ウイルスチェック機能がついており、システムへのウイルスの侵入
を防ぐことができる。

(2)インターネットに接続されるタイミングはデータアップロード時のみで、外部から
の侵入がされにくい。

(3)データのアップロードはシステム業者のサーバーではなく、公立学校共済組合のオ
ンプレミスサーバーへされるので、システム業者の目に触れることがない。

◆個人情報の流れ

区
外部ファイル 

収受システム 

公立学校 

共済組合 

公立学校共済組合データセンター（オンプレミス） 

①送信 ②ダウン

ロード 

資料８（参考資料）
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